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競馬や競輪、パチンコなどで得たお金は確定申告する必要があるのでしょうか？また、宝

くじであたった当選金やクイズ番組などで得た賞金はどのようにすべきでしょうか？

解説

１． 競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金

１）競馬、競輪などの公営競技の払戻金については一時所得として確定申告が必要です。

２）払戻金に係る一時所得の金額は次の順序で計算します。

①払戻金に係る年間受取額を計算する。

②払戻金に係る年間投票額を計算する。

③①-②-50 万円した金額を計算し、その額を 1/2 にした金額で申告します。

２． パチンコやパチスロの利益

パチンコやパチスロの利益は基本的に、娯楽で楽しむ分には一時所得で、生計を立てるほ

ど継続的に行う場合は雑所得になる可能性があります。一時所得となる場合、競馬の払戻

金と同様、利益が 50 万円を超えた場合に確定申告が必要となります。

３． 宝くじの当選金やクイズ番組の賞金

宝くじの当選金は非課税になります。そのため、どんなに高額な当選金を受け取ったとし

ても、所得税や住民税はかかりません。

クイズ番組の賞金は一時所得として課税の対象となります。なので、50 万円を超えてい

れば確定申告が必要です。

４． オリンピックの報奨金

オリンピックのメダリストへの報奨金で JOC から支払われるものは全額非課税となって

います。JOC に加盟している各競技団体から支払われる報奨金は金で 500 万円、銀で

200 万円、銅で 100 万円までは非課税となります。一般の企業からの報奨金は課税対象

で、所属企業からの報奨金は給与所得、勤務先以外からの報奨金は一時所得となります。

要するに…
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競馬や宝くじ、パチンコなどで得たお金の税務上の取扱い

いろいろなケースで給与以外の収入を得るケースがあります。一般市民の場合、基本的に、

宝くじ以外はなんらかの課税がなされると思っていた方がよいです。

公営のギャンブルの払戻金やパチンコなどの利益は一時所得として課税対象となりますが、

50 万円の特別控除がありますので、少額であれば確定申告の必要はありません。


